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断
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」
及
び
「
資
金
不
足
比
率
」

01 「健全化判断比率」及び「資金不足比率」
今のところ財政再生団体（赤字再建団体）に陥る心配はありません。

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第 22 条第１項の規定に

基づき、下記のとおり公表します。

実質赤字
比率

連結実質赤字
比率

実質公債費
比率

将来負担
比率

資金不足
比率

桂 川 町 －（なし） －（なし） 7.0% 22.2% －（なし）

早期健全化基準
（経営健全化基準） 15.00% 20.00% 25.0% 350.0% 20.00%

財 政 再 生 基 準 20.00% 35.00% 35.0%

《参考》県内平均 11.5% 49.0%

※「県内平均」は、各指標の合計値を団体数で除した単純平均です。

【
用
語
の
解
説
】

○
健
全
化
判
断
比
率

　
「
実
質
赤
字
比
率
」、「
連
結
実
質
赤
字
比
率
」、

「
実
質
公
債
費
比
率
」
及
び
「
将
来
負
担
比
率
」

の
４
指
標
の
総
称
。

○
資
金
不
足
比
率

　

公
営
企
業
の
資
金
不
足
を
、
公
営
企
業
の
事

業
規
模
で
あ
る
料
金
収
入
の
規
模
と
比
較
し
て

指
標
化
し
、
経
営
状
況
の
深
刻
度
を
示
し
た
も

の
。
こ
の
比
率
が
高
く
な
る
ほ
ど
、
料
金
収
入

で
資
金
不
足
を
解
消
す
る
の
が
難
し
く
な
る
の

で
、
公
営
企
業
と
し
て
経
営
に
問
題
が
あ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

○
実
質
赤
字
比
率

　

福
祉
、
教
育
、
ま
ち
づ
く
り
等
の
地
方
公
共

団
体
の
中
心
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
一
般
会
計

等
の
赤
字
の
程
度
を
指
標
化
し
、
財
政
運
営
の

深
刻
度
を
示
し
た
も
の
。
こ
の
比
率
が
高
く
な

る
ほ
ど
、
赤
字
の
解
消
が
難
し
く
な
っ
て
く
る

の
で
、
よ
り
多
く
の
歳
出
削
減
策
や
歳
入
増
加

策
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
解
消
の
期
間
も
長
期

間
に
な
る
等
、
深
刻
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

本
町
に
お
い
て
は
、
約
２
億
３
百
万
円
の
黒

字
で
す
の
で
、
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

○
連
結
実
質
赤
字
比
率

　

一
般
会
計
等
の
ほ
か
、
国
民
健
康
保
険
特
別
会

計
等
の
す
べ
て
の
会
計
の
赤
字
や
黒
字
を
合
算

し
、
地
方
公
共
団
体
全
体
と
し
て
の
赤
字
の
程
度

を
指
標
化
し
、
地
方
公
共
団
体
全
体
と
し
て
の
運

営
の
深
刻
度
を
示
し
た
も
の
。
こ
の
比
率
が
高
く

な
る
ほ
ど
、
実
質
赤
字
比
率
と
同
様
に
、
赤
字
の

解
消
が
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

本
町
に
お
い
て
は
、
約
４
億
４
千
２
百
万
円
の

黒
字
で
す
の
で
、
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
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